
告

示

福
島
県
告
示
第
四
百
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
包
括
外
部
監
査
契
約(

以
下｢

契
約｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
締
結
し
た
。
な
お
、
契
約

を
締
結
し
よ
う
と
す
る
相
手
方
の
資
格
を
証
す
る
書
面
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
間
、

福
島
県
総
務
部
人
事
総
室
行
政
経
営
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

上
石

三
好

福
島
県
郡
山
市
鳴
神
一
丁
目
十
番
地

二

契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
二
十
年
四
月
一
日

三

契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

契
約
で
定
め
る
基
本
調
査
費
用
の
額
並
び
に
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用

の
額
及
び
実
費
の
額
の
合
算

四

契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
額
の

範
囲
内
に
お
け
る
概
算
払
並
び
に
実
績
報
告
に
基
づ
く
精
算
払

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
五
号

自
衛
隊
法
施
行
令(

昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号)

第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
度
第
三
次
募
集
期
に
お
け
る
自
衛
官(

二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二

等
空
士)

の
採
用
試
験(

男
子)

に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

受
付
期
間

平
成
二
十
年
六
月
十
六
日(

月)

か
ら
同
年
七
月
十
七
日(

木)

ま
で

二

採
用
予
定
数

若
干
名

三

試
験
種
目
及
び
試
験
期
日

試

験

科

目

試

験

日

筆
記
試
験(

国
語
、
数
学
、
社
会
及
び

作
文)

適
性
検
査

平
成
二
十
年
七
月
二
十
日(

日)

身
体
検
査

口
述
試
験

四

試
験
会
場
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十

六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
包
括
外
部
監

査
契
約
を
締
結
し
た
件

三
三
六

○
自
衛
官
採
用
試
験
の
試
験
期
日
及
び
試

験
場
を
定
め
る
件

三
三
六

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定
す

る
件

三
三
七

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件

三
三
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件

二
件

三
三
七

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨

の
通
知
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
森

林
所
有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
の
た
め

当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
す
る
件

三
三
八

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件
二
件

三
三
八

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

三
三
八

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例
に
よ
り
保

有
個
人
情
報
の
開
示
等
の
運
用
状
況
を

公
表
す
る
件

三
三
九

○
福
島
県
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書

の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る
件

三
四
一

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

三
四
四

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
四
四

○
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協

議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
公
告
す
る

件

三
四
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件

三
四
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
届
出
が
あ
っ
た
件

三
四
五

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公

文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る

件

三
四
五



会
場
名

住

所

陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

郡
山
市
大
槻
町
字
長
右
ヱ
門
林
一
番
地

五

採
用
時
期

平
成
二
十
年
十
月

六

応
募
資
格

平
成
二
十
年
十
月
一
日
現
在
で
満
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
男
子
で
、

自
衛
隊
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に

該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

七

問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部
募
集
課(

福
島
市
南
町
八
十
六
番
地)

電
話
〇
二
四
│
五
四
六
│
一
九
一
九
・
一
九
二
〇

(

災
害
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
に
係
る
関

係
図
面
は
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
総
室
一
般
廃
棄
物
課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
県
民
環

境
部
環
境
課
及
び
玉
川
村
住
民
税
務
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

指
定
す
る
区
域

石
川
郡
玉
川
村
大
字
吉
字
五
駄
苅
四
十
五
番
三
の
一
部
及
び
四
十
五
番
四
の
一
部
並
び
に
字
中
ノ

作
六
十
九
番
四
の
一
部
、
六
十
九
番
十
六
の
一
部
及
び
六
十
九
番
十
八
の
一
部

二

指
定
す
る
区
域
の
埋
立
地
の
区
分

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号)

第
十
二
条
の
三
十
一
第
二
号
に
規
定
す
る
埋
立
地

(

一
般
廃
棄
物
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
年
五
月

二
十
七
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
九
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、

福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工
部
商

工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ヨ
ー
デ
イ
ツ
ー
会
津
若
松
神
指
店

会
津
若
松
市
神
指
町
大
字
四
合
字
幕
内
南
六
百
三
十
二

│
一
ほ
か

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数
の
変
更

一�

数

(

変
更
前)

三
百
四
十
六
台

(

変
更
後)

二
百
九
十
七
台

二�

位
置(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

２

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一�

数

(

変
更
前)

四
か
所

(

変
更
後)

三
か
所

二�

位
置(

変
更
前)

別
紙
図
面
の
と
お
り

(

変
更
後)

別
紙
図
面
の
と
お
り

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
十
五
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
十
四
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ケ
ー
ヨ
ー

(
｢

別
紙
図
面｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

商
業
ま
ち
づ
く
り
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
八
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
涌
水

地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係

る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日
か
ら(

二
十
日
間)
同

年
六
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

伊
達
郡
国
見
町
役
場

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
十
九
号
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公

告

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
柱
田

東
地
区
に
係
る
県
営
農
地
保
全
整
備
事
業
を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に

係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日
か
ら(

二
十
日
間)

同

年
六
月
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

伊
達
市
役
所

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が

不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
柳
津
町
役
場
の
掲
示
板

に
掲
示
し
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
に
係
る
森
林
の
所
在
場
所

近
藤
良
雄

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
湯
八
木
沢
字
萩
平
四
八
五
、
四
八
七
、
四
八
八
、
四
八
九
の
二
、

四
八
九
の
六
か
ら
四
八
九
の
九
ま
で
、
四
九
〇
、
四
九
一

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

土
砂
の
流
出
の
防
備
の
た
め
、
前
記
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

指
定
後
に
お
け
る
当
該
森
林
に
つ
い
て
、
指
定
施
業
要
件
を
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
治
山
対

策
課
及
び
柳
津
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

治
山
対
策
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
三
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

宗
像

秀
雄

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
本

カ
キ
田
三
九
一
│
一

二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で

町
二
五
│
一

株
式
会
社
山
モ

大
沼
郡
三
島
町
大
字

同

住
所
地
に
同
じ

齋
藤
商
店

宮
下
字
居
平
五
四

(

出
納
総
務
課)

福
島
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
四
月
一
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

株
式
会
社
平
和

河
沼
郡
会
津
坂
下
町

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

綜
合
企
業

大
字
福
原
字
長
泥
八

二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で

同

同

同

会
津
若
松
市
一
箕
町
大

字
亀
賀
字
郷
之
原
二
二

八
│
三(

出
納
総
務
課)

公
告
第
２
７
５
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
福
島
県
税
務
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業

務
に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の

調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第

11条
及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
｡

平
成
20年
５
月
27日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

福
島
県
税
務
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
総
務
部
財
務
総
室
税
務
シ
ス
テ
ム
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
３
月
27日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
福
島
県
中
央
計
算
セ
ン
タ
ー
福
島
県
福
島
市
新
町
７
番
22号

５
落
札
金
額

34,524,000円
６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
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合
計

警
察
情
報
セ
ン
タ
ー

出
先
機
関
窓
口

県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

区
分

75 35 25 5 10

文
書
に
よ
る

開
示

請
求

9,185 6

8,487 0

692

口
頭
に
よ
る

開
示

請
求

9,260 41

8,512 5

702

合
計

人
事

委
員

会

監
査

委
員

選
挙
管
理
委
員
会

警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

教
育

委
員

会

議
会

知事

実
施
機
関
の
区
分

小
計

企
業

局

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務

部

知
事

直
轄

2 0 0 32 3 4 0 7 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0

文
書
に
よ
る

開
示

請
求

239 0 0 6 0

8,552 0

141 0 0 0 1 24 85 0 0 31 0

口
頭
に
よ
る

開
示

請
求

241 0 0 38 3

8,556 0

148 0 0 2 2 24 87 0 0 33 0

合
計

一
般
競
争
入
札

７
特
例
政
令
第
６
条
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
20年
２
月
15日

(税
務
シ
ス
テ
ム
課
)

公
告
第
二
百
七
十
六
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
条
例(

平
成
六
年
福
島
県
条
例
第
七
十
一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
の

運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
等
の
状
況

�
受
付
窓
口
別
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１

｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

２
｢県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
｣
と
は
､
県
中
､
県
南
､
会
津
､
南
会
津
､
相
馬
及
び
い
わ
き
の
各

地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

３
｢出
先
機
関
窓
口
｣
と
は
､
伊
達
､
二
本
松
､
三
春
､
棚
倉
､
喜
多
方
及
び
富
岡
の
各
合
同

庁
舎
内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
に
お
け
る

窓
口
を
い
う
｡

４
｢警
察
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
警
察
相
談
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

５
｢口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
｣
と
は
､
条
例
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
口
頭
に
よ
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
保
有
個
人
情
報
に
対
す
る
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
い
う
(以
下

同
じ
｡
)
｡

な
お
､
本
庁
担
当
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
受
付
は
､
｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
の
区
分
に
含
め
る
｡

※
条
例
第
19条
の
訂
正
請
求
､
条
例
第
21条
の
４
の
利
用
停
止
請
求
及
び
条
例
第
24条
の
苦
情

の
申
出
に
つ
い
て
の
実
績
は
､
な
か
っ
た
｡

�
実
施
機
関
別
の
内
訳

(単
位
件
)

平成20年５月27日 火曜日 福 島 県 報 第1982号 339



合
計

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

病
院
事
業
管
理
者

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

収
用

委
員

会

労
働

委
員

会

人
事

委
員

会

監
査

委
員

選
挙
管
理
委
員
会

警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

合
計

却
下

取
下

げ

不
開

示

開示

決
定

等
区

分

う
ち

公
文

書
の

不
存

在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

75 2 24 0 0 0 0 1 2 0 0 32 3

9,185

140

107 0 0 0 0 0

239 0 0 6 0

75 2 1 20 20 52 22 30

件
数

9,260

142

131 0 0 0 0 1

241 0 0 38 3

0

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

合
計

第
８
号
(事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
)

第
７
号
(審
議
､
検
討
及
び
協
議
に
関
す
る
情

報
)

第
６
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

第
５
号
(個
人
の
評
価
等
事
務
に
関
す
る
情
報
)

第
４
号
(法
人
等
の
事
業
に
関
す
る
情
報
)

第
３
号
(開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る

情
報
)

第
２
号
(本
人
不
利
益
情
報
)

第
１
号
(法
令
秘
情
報
)

条
例
第
12条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

合
計

却
下

取
下

げ

不
開

示

う
ち

公
文

書
の

不
存

在

4

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

0

却
下 決

定

0

棄
却

44 5 1 15 2 0 21 0 0

一
部
開
示

0

認
容

0

一
部
認
容

75 2 1 20 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0

不
開
示

0

小
計

0

取
下
げ

44 5 1 15 2 0 21 0 0

合
計

4

審
理
中

２
文
書
に
よ
る
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

(単
位
件
)

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
､
合
計
数
は
一
部
開
示
及
び

不
開
示
(公
文
書
の
不
存
在
を
除
く
｡
)
の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
｡

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

況
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
件
数

(単
位
件
)
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0

説
明
等
の
要
求

平
成
20年
３
月
22日

平
成
20年
３
月
23日

平
成
20年
１
月
20日

平
成
20年
１
月
20日

申
立
て
年
月
日 0

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

4

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

平
成
20年
２
月
８
日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
20年
１
月
21日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て 平
成
19年
12月
21日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

平
成
19年
11月
９
日
付
け
で
な
さ
れ
た
自
己
情
報

開
示
請
求
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

件
名

0

是
正
の
勧
告

0

却
下 決

定

0

棄
却

0

事
実
の
公
表

0

認
容

0

一
部
認
容

0

小
計

5

苦
情
相
談
処
理

審
理

中

審
理

中

審
理

中

審
理

中

決
定
等
の
区
分

0

取
下
げ

4

審
理
中

請
求

区
分

合
計

警
察
情
報
セ
ン
タ
ー

出
先
機
関
窓
口

県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

県
政
情
報
セ
ン
タ
ー

区
分

そ
の
他
実
施
機
関
の
行
う
事
務
又
は
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す

県
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
か

ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求

4,636 60

303

1,364

2,909

請
求

4,842 45 0 70

4,727

申
出

0 0

184

4,449

件
数

9,478

105

303

1,434

7,636

合
計

�
件
名
等

４
事
業
者
に
対
す
る
説
明
等
の
要
求
等
の
状
況

(単
位
件
)

(

文
書
法
務
課)

公
告
第
二
百
七
十
七
号

福
島
県
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
二
年
福
島
県
条
例
第
五
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
各
実
施
機
関
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

１
公
文
書
の
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
状
況

�
受
付
窓
口
別
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１
｢請
求
｣
と
は
､
条
例
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う
(以
下
同
じ
｡)｡

２
｢申
出
｣
と
は
､
条
例
第
32条

の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
任
意
開
示
の
申
出
を
い
う
(以
下

同
じ
｡
)
｡

３
｢県
政
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
庁
西
庁
舎
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

４
｢県
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
｣
と
は
､
県
中
､
県
南
､
会
津
､
南
会
津
､
相
双
及
び
い
わ
き
の
各

地
方
振
興
局
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

５
｢出
先
機
関
窓
口
｣
と
は
､
伊
達
､
二
本
松
､
三
春
､
棚
倉
､
喜
多
方
及
び
富
岡
の
各
合
同

庁
舎
内
に
所
在
す
る
各
出
先
機
関
並
び
に
単
独
の
出
先
機
関
並
び
に
公
立
大
学
法
人
の
窓
口
を

い
う
｡

６
｢警
察
情
報
セ
ン
タ
ー
｣
と
は
､
県
警
察
相
談
セ
ン
タ
ー
に
設
置
さ
れ
た
窓
口
を
い
う
｡

�
請
求
権
者
等
別
の
内
訳

(単
位
件
)
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知事 実
施
機
関
の
区
分 合

計

申
出

小
計

企
業

局

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

商
工
労
働
部

保
健
福
祉
部

生
活
環
境
部

企
画
調
整
部

総
務

部

知
事

直
轄

請
求
権
者
以
外
の
も
の
か
ら
の
申
出

小
計

そ
の
他
実
施
機
関
の
行
う
事
務
又
は
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
か

ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求

3,172 1 40

405

1,369 28

572

522 1

221 13

請
求

4,771 0 4

4,526 35 17

118 30 0 41 0

申
出

9,478

4,842

4,636 3 0 0

184

4,449

7,943 1 44

4,931

1,404 45

690

552 1

262 13

合
計

開示 決
定

等
区

分

合
計

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

病
院
事
業
管
理
者

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

収
用

委
員

会

労
働

委
員

会

人
事

委
員

会

監
査

委
員

選
挙
管
理
委
員
会

警
察

本
部

長

公
安

委
員

会

教
育

委
員

会

事

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

小
計

企
業

局

出
納

局

土
木

部

農
林
水
産
部

4,636 0 40 7 0 1 0 0 0 4

1,274 60 0 78

3,172 1 40

405

1,3694,381

879

3,502

請
求

4,842 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 19

4,771 0 4

4,526 35

4,751

288

4,463

申
出

9,478 0 47 7 0 1 0 0 0 4

1,274

105 0 97

7,943 1 44

4,931

1,404

9,132

1,167

7,965

合
計

�
実
施
機
関
別
の
内
訳

(単
位
件
)

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)
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旧
条
例
第
６
条
第
８
号
(合
議
制
機
関
等
関

係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
７
号

条
例
第
７
条
第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

旧
条
例
第
６
条
第
５
号
(国
､
地
方
公
共
団

体
等
関
係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
４
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
４
号

条
例
第
７
条
第
３
号
(事
業
情
報
)
又
は
旧

条
例
第
６
条
第
３
号

条
例
第
７
条
第
２
号
(個
人
情
報
)
又
は
旧

条
例
第
６
条
第
２
号

条
例
第
７
条
第
１
号
(法
令
秘
情
報
)
又
は

旧
条
例
第
６
条
第
１
号

条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
区
分

合
計

却
下

請
求
又
は
申
出
の
取
下
げ

不
開

示

開示 決
定

等
区

分

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

4,636 7 21

210

227

4,381

879

3,502

請
求

0 82 43 0 19

928

457 1

一
部
開
示

4,842 0 3 84 88

4,751

288

4,463

申
出

0 10 0 0 0 6 2 0

不
開
示

9,478 7 24

294

315

9,132

1,167

7,965

合
計

0 92 43 0 19

934

459 1

合
計

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
18年
12月
７
日

申
立
て
年
月
日 1

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

合
計

旧
条
例
第
６
条
第
８
号
(合
議
制
機
関
等
関

係
情
報
)

条
例
第
７
条
第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
７
号

条
例
第
７
条
第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

又
は
旧
条
例
第
６
条
第
６
号

体
等
関
係
情
報
)

8

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

｢受
託
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢奨
学
寄
付
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

｢地
検
押
収
資
料
に
関
す
る
行
政
資
料
｣
の
不
開

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

件
名

0

却
下 決

定

3

棄
却

1,530 0 82 43

0

認
容

0

一
部
認
容

18 0 10 0

3

小
計

審
理

中

審
理

中

棄
却

決
定
等
の
区
分

0

取
下
げ

1,548 0 92 436

審
理
中

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

注
１
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
､
合
計
数
は
一
部
開
示
及

び
不
開
示
(公
文
書
の
不
存
在
を
除
く
｡
)
の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
｡

２
条
例
第
７
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分
の
欄
に
掲
げ
る
旧
条
例
第
６
条
各
号
は
､
条

例
附
則
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
改
正
前
の
福
島
県
情
報
公
開
条
例

(平
成
２
年
福
島
県
条
例
第
41号
)
第
６
条
各
号
を
示
す
｡

３
不
服
申
立
て
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160号

)
に
基
づ
く
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
等
の
状

況
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

�
件
数

(単
位
件
)

�
件
名
等

(単
位
件
)
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平
成
20年
３
月
23日

平
成
20年
１
月
20日

平
成
20年
１
月
20日

平
成
19年
10月
19日

平
成
19年
10月
12日

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

平
成
19年
７
月
４
日

｢交
通
事
故
事
件
捜
査
の
手
引
き
｣
の
一
部
開
示

決
定
に
対
す
る
審
査
請
求

｢交
通
事
故
事
件
の
捜
査
管
理
の
徹
底
に
係
る
通

知
｣
の
却
下
処
分
に
対
す
る
審
査
請
求

｢物
件
事
故
の
取
扱
い
に
係
る
通
知
｣
の
却
下
処

分
に
対
す
る
審
査
請
求

｢奨
学
寄
附
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

｢医
療
材
料
納
入
業
務
の
受
託
者
の
仕
入
れ
に
関

す
る
文
書
｣
の
不
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立

て ｢共
同
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢受
託
研
究
台
帳
等
｣
の
一
部
開
示
決
定
に
対
す

る
異
議
申
立
て

｢奨
学
寄
付
金
受
入
台
帳
｣
の
一
部
開
示
決
定
に

対
す
る
異
議
申
立
て

示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

審
理

中

棄
却

棄
却

審
理

中

審
理

中

審
理

中

審
理

中

審
理

中

(

文
書
法
務
課)

公
告
第
２
７
８
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
平
成
20年
度
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
県
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
監
視
及
び
保
守
に
関
す
る
業
務
委
託
に
つ
い
て
､
次

の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
､
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達

手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

｡
以
下
｢特
例
政
令
｣
と
い
う
｡
)
第
11条

及
び
福
島
県
財
務
規
則
(昭
和
39年

福
島
県
規
則
第
17号

)
第
274条

の
11第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公

告
す
る
｡
平
成
20年
５
月
27日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

１
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
20年
度
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
県
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
監
視
及
び

保
守
に
関
す
る
業
務
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

福
島
県
総
務
部
市
町
村
総
室
市
町
村
行
政
課
福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16号

３
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
20年
４
月
１
日

４
随
意
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

財
団
法
人
地
方
自
治
情
報
セ
ン
タ
ー
東
京
都
千
代
田
区
一
番
町
25番
地

５
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

81,210,000円
６
随
意
契
約
と
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

特
例
政
令
第
10条
第
１
項
第
１
号
該
当

(市
町
村
行
政
課
)

公
告
第
二
百
七
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
夢
あ
る
き

三

代
表
者
の
氏
名

森
田

ま
ゆ
み

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
会
津
若
松
市
町
北
町
藤
室
字
藤
室
南
百
八
十
九
番
地
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
発
達
障
害
児
・
者
に
対
す
る
療
育
・
支
援
を
行
な
う
と
と
も
に
、
障
害
児
・
者
に

関
す
る
社
会
一
般
へ
の
知
識
の
普
及
を
図
り
、
障
害
児
・
者
の
福
祉
の
増
進
を
め
ざ
し
、
地
域
福
祉

の
た
め
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
二
百
八
十
号

福
島
県
産
業
廃
棄
物
処
理
指
導
要
綱(

平
成
二
年
福
島
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号)

第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
く
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
設
置
事
前
協
議
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

設
置
等
予
定
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
モ
ン
マ

代
表
取
締
役

門
馬

喬

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
鶴
谷
字
牛
踏
一
五
六
番
地

二

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
設
置
等
予
定
地
区

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
鶴
谷
字
牛
踏
地
内
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福
島
県
議
会

移
動
式
施
設
と
し
て
使
用
す
る
場
合
、
設
置
等
予
定
地
区
は
特
定
さ
れ
な
い
。

三

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
種
類

産
業
廃
棄
物
指
定
処
理
施
設(

(

移
動
式)

汚
泥
の
造
粒
固
化
施
設)

四

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
等
の
処
理
能
力

一
、
〇
八
〇
立
方
メ
ー
ト
ル(

一
、
五
一
二
ト
ン)

毎
日(

八
時
間)

(

産
業
廃
棄
物
課)

公
告
第
二
百
八
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

江
花
川
沿
岸
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

清
一

須
賀
川
市
長
沼
字
豊
町
五
〇
番
地

同

高
橋

昭

同

市
長
沼
字
信
濃
町
一
二
番
地

同

渡
邊

康
夫

同

市
志
茂
字
日
向
七
五
番
地

同

�
沼

秀
雄

同

市
長
沼
字
金
町
一
四
一
番
地

同

海
村

忠
義

同

市
矢
田
野
字
藤
原
五
八
番
地

同

磯

四
郎

同

市
木
之
崎
字
向
原
一
二
番
地

同

小
林

昭

同

市
桙
衝
字
古
舘
九
八
番
地

同

廣
田

勝
男

同

市
堀
込
字
内
屋
敷
三
四
番
地
二

同

常
松

敬
吾

同

市
岩
淵
字
五
斗
蒔
五
番
地

同

斑
目
重
三
郎

同

市
泉
田
字
妙
見
五
四
番
地

同

有
賀

忠
衛

同

市
保
土
原
字
南
屋
敷
五
二
番
地

同

橋
本

明

同

市
保
土
原
字
古
戸
屋
敷
五
二
番
地

監
事

佐
藤

栄
寿

同

市
長
沼
字
天
神
九
番
地
三

同

境
田

捷
保

同

市
矢
田
野
字
藤
原
一
九
四
番
地

同

橋
本

満
男

同

市
保
土
原
字
古
戸
屋
敷
六
五
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

清
一

須
賀
川
市
長
沼
字
豊
町
五
〇
番
地

同

高
橋

昭

同

市
長
沼
字
信
濃
町
一
二
番
地

同

渡
邊

康
夫

同

市
志
茂
字
日
向
七
五
番
地

同

宗
像

久
夫

同

市
長
沼
字
金
町
一
六
九
番
地

同

海
村

治
男

同

市
矢
田
野
字
藤
原
一
四
〇
番
地

同

橋
本

一
衛

同

市
木
之
崎
字
北
六
八
番
地

同

小
林

昭

同

市
桙
衝
字
古
舘
九
八
番
地

同

廣
田

勝
男

同

市
堀
込
字
内
屋
敷
三
四
番
地
二

同

常
松

義
憲

同

市
岩
淵
字
五
斗
蒔
四
番
地

同

森

一

同

市
泉
田
字
竹
之
内
一
二
三
番
地

同

円
谷

浅
光

同

市
保
土
原
字
新
屋
敷
九
番
地
一

同

橋
本

明

同

市
保
土
原
字
古
戸
屋
敷
五
二
番
地

監
事

�
沼

秀
雄

同

市
長
沼
字
金
町
一
四
一
番
地

同

吉
田

尚

同

市
木
之
崎
字
木
城
内
一
一
番
地

同

吉
成

喜
行

同

市
泉
田
字
西
の
内
一
一
二
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
二
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行

地
区
名

土
地
改
良
事

施
行
認
可
年
月
日

工
事
の
完
了
年
月
日

っ
た
者
の
名
称

業
の
種
類

請
戸
川
土
地
改
良
区

百
間
沢

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
二
年
一
二

平
成
二
〇
年
三
月
二

(

農
業
用
用
排

月
二
七
日

五
日

水
施
設
、
農
道

及
び
暗
き
ょ
排

水)

同

八
竜
内

基
盤
整
備
促
進

平
成
一
二
年
一
二

平
成
二
〇
年
三
月
一

(

農
業
用
用
排

月
二
七
日

四
日

水
施
設
及
び
農

道)
(

農
村
計
画
課)

公
告
第
一
号

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例(

平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り

公
表
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
七
日

福
島
県
議
会
議
長

遠

藤

忠

一

１
公
文
書
の
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
状
況
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合
計

申
出

請
求

区
分

合
計

申
出

請
求

区
分

請
求
権
者
以
外
の
も
の
か
ら
の
申
出

小
計

そ
の
他
議
会
の
行
う
事
務
又
は
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
も
の
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る
者
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
か

ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人

そ
の
他
の
団
体
か
ら
の
請
求

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
か
ら
の
請
求

5 0 0 5 0 0 0 0 5 5

件
数

5 0 5

件
数

第
７
号
(議
会
の
会
派
又
は
議
員
の
活
動
に
関

第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

第
４
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

第
３
号
(事
業
情
報
)

第
２
号
(個
人
情
報
)

第
１
号
(法
令
秘
情
報
)

条
例
第
８
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

合
計

却
下

請
求
又
は
申
出
の
取
下
げ

不
開

示

開示

区
分

合
計

申
出

う
ち
公
文
書
の
不
存
在

小
計

一
部

開
示

全
部

開
示

請
求
権
者
以
外
の
も
の
か
ら
の
申
出

5 0 0 1 1 4 1 3

請
求

0 0 0 0 0 1

一
部
開
示

0 0 0 0 0 0 0 0

申
出

0 0 0 0 0 0

不
開
示

5 0 05 0 0 1 1 4 1 3

合
計

0 0 0 0 0 1

合
計

�
請
求
等
の
内
訳

(単
位
件
)

注
１
｢請
求
｣
と
は
､
条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う
(以
下
同
じ
｡)｡

２
｢申
出
｣
と
は
､
条
例
第
31条

の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
任
意
開
示
の
申
出
を
い
う
(以
下

同
じ
｡
)
｡

�
請
求
権
者
等
別
の
内
訳

(単
位
件
)

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

�
決
定
等
の
状
況

(単
位
件
)

�
不
開
示
理
由
の
内
訳

(単
位
件
)
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています

0

前
年
度
か
ら
の

繰
越
件
数

不
服

申
立

て

合
計

第
７
号
(議
会
の
会
派
又
は
議
員
の
活
動
に
関

す
る
情
報
)

第
６
号
(事
業
執
行
過
程
情
報
)

第
５
号
(審
議
､
検
討
等
情
報
)

第
４
号
(犯
罪
捜
査
等
情
報
)

第
３
号
(事
業
情
報
)

0

当
該
年
度
中
に

あ
っ
た
新
規
件
数

0

却
下 決

定

0

棄
却

1 0 0 0 0 0

0

認
容

0

一
部
認
容

0 0 0 0 0 0

0

小
計

0

取
下
げ

1 0 0 0 0 00

審
理
中

３
不
服
申
立
て
の
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
､
行
政
不
服
審
査
法
(昭
和
37年

法
律
第
160

号
)
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
､
次
の
と
お
り
で
あ
る
｡

(単
位
件
)

(

総

務

課)
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